
記載要領 

（建設工事） 

 

＜提出に当たっての留意事項＞ 

１．提出書類の扱いについて 

提出書類については、個人情報を除き情報公開対象とさせていただきますので予めご了承く

ださい。 

２．重要事項 

社会保険等（健康保険、厚生年金保険及び雇用保険をいう。）未加入業者は登録業者と同等の

要件を有する者とは認めません。 

社会保険等の加入状況の確認については、「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書」

の「その他の審査項目（社会性等）」の記載のうち、雇用保険、健康保険及び厚生年金保険加入

の有無の３つの欄全ての記載が、「有」又は「除外」であれば社会保険等に加入しているとみな

します。ただし、既に社会保険等に加入又は適用除外となっているものの、経営事項審査の申

請時期や審査状況の都合により、経審結果通知書の記載が「無」になっている場合は、当該事

実を証する書面の提出をもって社会保険等に加入していることを認めます。 

３．市内・準市内・市外の区分 

建設業法第 3条第 1項の営業所のうち主たる営業所を周南市に有する者を市内業者、周南市

に営業所（事業所）を有する業者で、周南市役所課税課に「法人等の開設届出書」の提出があ

る業者を準市内業者、これら以外を市外業者とします。 

４．提出資料の有効範囲 

  本件提出によって市が同等の資格を有すると認める範囲については、令和元年７月２４日に

公告のあった「周南市小学校普通教室空調設備整備事業」に限るものとします。 

 

＜各様式の記載について＞ 

１．同等の要件を有することについての審査依頼書（建設工事）[第１号様式] 

（１）依頼年月日は、提出年月日を記入してください。 

（２）提出書類は、本社（本店）で作成して提出してください。したがって、依頼者は本社（本

店）の代表者となります。社印（角印）は不要です。 

（３）登記簿上の本店と実際の事務を行っている主たる営業所の所在地が異なる場合には、両方を併

記してください。 

（４）許可番号及び有効期限の欄は、複数ある場合は主なもののみを記入してください。 

（５）「入札参加資格希望業種」の業種については次の略号一覧を参照のこと。 

   なお、契約締結権限等を委任する場合は、受任する営業所が希望する業種の許可を受けて

いることが必要です。 

  

 

 



 〔業種の略号一覧〕 

  電気工事業  （電） 

  管工事業   （管） 

 

２．周南市税の滞納がないことの証明（滞納の無いことの証明書）（市内・準市内のみ） 

（１）証明書は、証明日が令和元年８月１日以降のものを提出してください。 

 

３．国税の未納の税額がないことの証明（納税証明書） 

（１）・法人の場合 (その 3の 3「法人税」及び「消費税及び地方消費税」） 

   ・個人の場合 (その 3の 2「申告所得税」及び「消費税及び地方消費税」） 

（２）証明書は、証明日が令和元年８月１日以降以降のものを提出してください。 

 

４．経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書(最新のもの) 

（１）審査基準日が直近で申請日時点で有効なものを提出してください。 

 

５．許可（登録）証明書又は通知書 

（１）証明書の場合は、証明日が令和元年８月１日以降以降のものを提出してください。 



記載要領 

（測量・建設コンサルタント等業務） 

 

＜提出に当たっての留意事項＞ 

１．提出書類の扱いについて 

提出書類については、個人情報を除き情報公開対象とさせていただきますので予めご了承く

ださい。 

２．資格（建設コンサルタント） （提出者は本社（本店）の代表者となります） 

公共工事の前払金保証事業に関する法律第 19 条第 3 号に規定する建設コンサルタントで、

土木においては、建設コンサルタント登録規程第 2条第 1項の登録を受けている者、建築にお

いて建築一般を希望する者は、建築士法第 23条第 1項に規定する登録を受けている者 

３．市内・市外の区分 

登記簿上の本店を周南市に有する者を市内業者、それ以外を市外業者という。ただし、個人

の資格で登録する場合で、法人登記がされていないため登記簿がないときは、周南市以外の公

的機関の証明書等により、客観的に見て、主たる営業所が周南市にあると認められる者を市内

業者という。 

４．提出資料の有効範囲 

  本件提出によって市が同等の資格を有すると認める範囲については、令和元年７月２４日に

公告のあった「周南市小学校普通教室空調設備整備事業」に限るものとします。 

 

＜各様式の記載について＞ 

１．同等の要件を有することについての審査依頼書（測量・建設コンサルタント等）［第１号様式] 

（１）依頼年月日は、提出年月日を記入してください。 

（２） 提出書類は、本社（本店）で作成して提出して下さい。したがって、依頼者は本社（本店）

の代表者となります。社印（角印）は不要です。なお、依頼者欄については、ゴム印等の

使用可。 

（３）登記簿上の本店と実際の事務を行っている主たる営業所の所在地が異なる場合には、両方を併

記してください。 

（４）「登録を受けている事業」の欄には、各登録事業で複数の登録番号を有する場合は、どれか

一つだけ記入してください。許可番号及び有効期限の欄は、複数ある場合は主なもののみを

記入してください。 

（５）「入札参加資格希望業務」の内容については、次の表を参照し、記載欄に「１」を記入する

こと。なお、契約締結権限等を委任する場合は、受任する営業所が希望する業種の許可を

受けていることが必要です。 

 

 

 

 



  〔業種の略号一覧〕 

事業分野の区分 事業部門 

建築関係建設コンサルタント 
建築一般、意匠、構造、冷暖房、衛生、電気、建築積算、

機械設備積算、電気設備積算、調査 

  

２．周南市税の滞納がないことの証明（滞納の無いことの証明書） 

（１）証明書は、証明日が令和元年８月１日以降のものを提出してください。 

（２）市外業者の場合についても、周南市に営業所を有する場合は提出してください。 

 

３．国税の未納の税額がないことの証明（納税証明書） 

（１）・法人の場合 (その 3の 3「法人税」及び「消費税及び地方消費税」） 

   ・個人の場合 (その 3の 2「申告所得税」及び「消費税及び地方消費税」） 

（２）証明書は、証明日が令和元年８月１日以降以降のものを提出してください。 



記載要領 

（業務委託（測量・建設コンサルタント業務を除く）） 

 

＜提出に当たっての留意事項＞ 

１．提出書類の扱いについて 

提出書類については、個人情報を除き情報公開対象とさせていただきますので予めご了承く

ださい。 

２．提出資料の有効範囲 

  本件提出によって市が同等の資格を有すると認める範囲については、令和元年７月 24 日に公

告のあった「周南市小学校普通教室空調設備整備事業」に限るものとします。 

 

＜各様式の記載について＞ 

１．同等の要件を有することについての審査依頼書（第１面、第２面）（第１号様式） 

・日付は提出日を記入してください。 

・依頼者は本社又は本店の代表者です。印鑑は代表者の実印（法人については法務局、個人につ

いては市町村に登録している印鑑）を押印してください。 

・所在地は、法人については登記事項証明書に記載されているとおりを記入してください。登記

と違う場合は登記上及び事実上の所在地を併記してください。個人については営業の本拠地を

記入してください。 

・（２）～（６）について、該当しない場合は各項目の一行目に「なし」と記入してください。 

 

（１）経営の規模等 

①資本金 

・法人の場合…登記事項証明書の「資本の額」を記入してください。 

・個人の場合…記入しないでください。 

②前１年間の周南市との取引金額 

申請月の前月から前１年間の周南市との取引総額を記入してください。 

③周南市との取引年数（累積） 

周南市（合併前の徳山市・新南陽市・熊毛町・鹿野町を含む。）との取引年数を記入してくだ

さい。 

④流動比率 

流動資産（現金及び概ね１年以内に現金化できる預金、受取手形、売掛金、商品、原材料等

の合計額）を流動負債（１年以内に支払期限の到来する支払手形、買掛金、短期借入金、未払

金等の合計額）で除して得た数値を百分比（小数点以下は切捨て）で記入してください。 

⑤営業年数（１年未満切捨て） 

同種の営業を引き続き１年以上行っていないと申請できません。（ただし、法人の場合で代表

者が１年以上同一の営業に従事している場合は、代表者の経歴書等の添付により申請が可能で

す。） 



・法人の場合…登記事項証明書の「会社成立の年月日」から申請月の前月までの年数を記入し

てください。 

・個人の場合…実年数を記入してください。 

⑥職員数 

本店、支店等を含めた申請時における全常勤職員数を記入してください。（法人については常

勤の役員、個人については事業主を含みます。パート、アルバイト等の人数は含めないでくだ

さい。） 

（２）営業に関する資格、免許等 

法律又は条例等に基づく資格、免許等で、周南市との取引を希望する営業内容に関係するも

のについて、事業所として許可を受けているもの及び個人で資格、免許等を有しているものに

ついて記入してください。 個人については人数を記入してください。 

［記入例］ 

・事業所…建築物清掃業登録、一般廃棄物処理業許可、高度管理医療機器等販売業など 

・個 人…フォークリフト運転技能講習修了者、建築物環境衛生管理技術者など 

（３）主たる営業用機械器具 

周南市との取引を希望する営業内容に関係するものについて、主たる機械器具の全社の保有

状況を記入してください。 

［記入例］ 

・印刷関係の業務 … 保有する印刷機械など 

・清掃業務 … 保有する清掃機械など 

・廃棄物の収集運搬 … 保有する車両など 

（４）取引を希望する営業種目に係る代理店、特約店、取扱店の関係にあるメーカー 

メーカーと代理店等の関係にある場合は、その状況を記入してください。 

営業種目№は、「営業種目分類表（別表第１）」の大分類及び小分類の番号を記入してくださ

い。 

［記入例］ 

   

（５）市内の支店、営業所等（周南市内に支店、営業所等がある場合のみ記入） 

周南市内に支店、営業所等がある場合は記入し、「⑦滞納の無いことの証明書」（周南市役所

課税課発行）を提出してください。（写し不可） 

（６）申請担当者 

申請書類等の記載内容について回答できる方の氏名・連絡先を記入してください。 

 

 



２．周南市税の滞納がないことの証明（滞納の無いことの証明書） 

（１）証明書は、証明日が令和元年８月１日以降のものを提出してください。 

（２）周南市内に本社、本店、支店、営業所等がある場合は、提出してください。 

 

３．国税の未納の税額がないことの証明（納税証明書） 

（１）・法人の場合 (その 3の 3「法人税」及び「消費税及び地方消費税」） 

   ・個人の場合 (その 3の 2「申告所得税」及び「消費税及び地方消費税」） 

（２）証明書は、証明日が令和元年８月１日以降以降のものを提出してください。 

 

４．許可、認可、登録、工業所有権等の証明書の写し 

（１）営業に関して許可、認可、登録、工業所有権等を得ている場合は、その証明書等の写しを

提出してください。 

〔営業に関して必要な許可、認可、登録の例〕 

ここに記載したものは、営業に関して必要な許可等の例です。以下に表示のない営業種目で

も、必要とするものについては提出してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 






